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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】釣り銭が正しく放出されなかったことに関連し
て、違算が生じないようにする入出金管理システムを提
供する。
【解決手段】釣り銭を出金する出金処理としてエラーが
あった場合、操作者に該エラーを報知する報知画面を表
示する。報知画面に基づいて所定の操作が行われた後に
、理論在高が更新されない戻入処理として釣り銭として
放出された貨幣を収納部に収納する。戻入処理の実行後
には、理論在高が更新されない再放出処理として、収納
部から釣り銭を再放出する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣を収納する収納部と、
　買上げる商品の代金と預り金とに基づいて決済処理を実行する決済手段と、
　前記預り金を入金する入金処理として操作者によって投入された貨幣を前記収納部に収
納させるとともに、釣り銭があるときには釣り銭を出金する出金処理として前記収納部か
ら貨幣を放出させる入出金手段と、
　前記入金処理における投入貨幣、または、前記出金処理における放出貨幣に基づいて、
前記収納部に収納されている貨幣の理論在高を更新する理論在高更新手段と、
　前記出金処理においてエラーがあった場合に、操作者に該エラーを報知する報知画面を
表示する報知手段と、
　前記報知画面に基づいて所定の操作が行われた後に、前記理論在高が更新されない戻入
処理として、前記釣り銭として前記収納部から放出された貨幣であって操作者によって投
入された貨幣を前記収納部に収納させる戻入手段と、
　前記戻入処理が完了した後に、前記理論在高が更新されない再放出処理として、前記収
納部から前記釣り銭を再放出させる再放出手段と
を備えることを特徴とする入出金管理システム。
【請求項２】
　少なくとも、前記入金処理、前記出金処理、前記戻入処理の各処理おいて処理された貨
幣種毎の枚数を電子ジャーナル情報として記憶する記憶手段
を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の入出金管理システム。
【請求項３】
　買上げる商品を登録する登録装置と釣銭機とを含み、
　前記登録装置は、少なくとも、前記決済手段と、前記理論在高更新手段と、前記報知手
段とを備え、
　前記釣銭機は、少なくとも、前記収納部と、前記入出金手段と、前記戻入手段と、前記
再放出手段とを備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の入出金管理システ
ム。
【請求項４】
　買上げる商品の代金を決済する精算装置と釣銭機とを含み、
　前記精算装置は、少なくとも、前記決済手段と、前記理論在高更新手段と、前記報知手
段とを備え、
　前記釣銭機は、少なくとも、前記収納部と、前記入出金手段と、前記戻入手段と、前記
再放出手段とを備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の入出金管理システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入出金管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＯＳレジスタ（端末）と、釣銭機とを備える入出金管理システムが知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。一般に、入出金管理システムでは、ＰＯＳレジスタの制
御に従って釣銭機から必要な釣り銭が放出されるが、何らかの異常（トラブル）によって
釣り銭が正しく放出されない場合（例えば、必要な釣り銭の一部しか放出されない場合や
全く放出されない場合）がある。釣銭機側は、釣り銭を正しく放出できなかった場合には
、在高不確定の状態（釣銭機自身が把握する在高情報が正しくない可能性があると釣銭機
自身が判断した状態）となるが、ＰＯＳレジスタ側は、釣銭機に対する放出指示を行った
時点で既に理論在高（ＰＯＳレジスタ自身が把握する計算上の在高情報）を更新している
ため、釣銭機が釣り銭を正しく放出できなかった場合であっても、理論在高は既に更新さ
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れている。また、釣り銭の一部しか放出されなかった場合、オペレータは、釣り銭の一部
として放出されている貨幣を釣銭機内に一旦戻した後に、改めて、釣り銭全体を放出する
ことになる。既に放出された貨幣を釣銭機内に戻すときには、オペレータの手作業による
ミスを防止する観点などから、一般に、預り金と同様、既に放出された貨幣を所定の投入
口から投入することが多い。既に放出された貨幣を所定の投入口から投入して釣銭機内に
戻すときには、理論在高が、戻した貨幣分、実在高よりも高くならないように、当該戻す
分の貨幣については理論在高を更新（加算）させないようにする所定の操作が必要になる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１１３５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、理論在高を更新させないようにする所定の操作はイレギュラーな操作で
あるため、当該操作を正しく行わないで（操作を行うのを忘れたり、当該操作を行う積り
で誤った操作をしたりして）、既に放出された貨幣を所定の投入口から投入して釣銭機内
に戻してしまう可能性がある。このため、戻した貨幣分、理論在高が実在高よりも高くな
ってしまい、一日の締めなどにおいて違算を生じさせることになるという問題がある。ま
た、違算が生じてしまった場合には、その原因を追跡調査することが困難であり、原因を
突き止めて解決する迄に時間を要するという問題もある。
【０００５】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、釣り銭が正し
く放出されなかったことに関連して、違算が生じないようにする技術を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様に係る入出金管理システムは、貨幣を
収納する収納部と、買上げる商品の代金と預り金とに基づいて決済処理を実行する決済手
段と、前記預り金を入金する入金処理として操作者によって投入された貨幣を前記収納部
に収納させるとともに、釣り銭があるときには釣り銭を出金する出金処理として前記収納
部から貨幣を放出させる入出金手段と、前記入金処理における投入貨幣、または、前記出
金処理における放出貨幣に基づいて、前記収納部に収納されている貨幣の理論在高を更新
する理論在高更新手段と、前記出金処理においてエラーがあった場合に、操作者に該エラ
ーを報知する報知画面を表示する報知手段と、前記報知画面に基づいて所定の操作が行わ
れた後に、前記理論在高が更新されない戻入処理として、前記釣り銭として前記収納部か
ら放出された貨幣であって操作者によって投入された貨幣を前記収納部に収納させる戻入
手段と、前記戻入処理が完了した後に、前記理論在高が更新されない再放出処理として、
前記収納部から前記釣り銭を再放出させる再放出手段とを備えることを特徴とする。
　上記入出金管理システムによれば、出金処理においてエラーがあった場合には報知画面
が表示される。そして、所定の操作を行って貨幣を投入すれば、理論在高が更新されない
戻入処理が実行される。従って、理論在高が実在高よりも高くなることはなく、違算が生
じなくなる。
【０００７】
　上記入出金管理システムは、少なくとも、前記入金処理、前記出金処理、前記戻入処理
の各処理おいて処理された貨幣種毎の枚数を電子ジャーナル情報として記憶する記憶手段
を更に備えるものであってもよい。
　上記入出金管理システムによれば、入金処理や出金処理や戻入処理の各処理おける金銭
の動きが貨幣種毎に記憶されるので、万が一生じたときでも原因を特定する迄に要する時
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間を短縮することができる。
【０００８】
　上記入出金管理システムは、買上げる商品を登録する登録装置と釣銭機とを含み、前記
登録装置は、少なくとも、前記決済手段と、前記理論在高更新手段と、前記報知手段とを
備え、前記釣銭機は、少なくとも、前記収納部と、前記入出金手段と、前記戻入手段と、
前記再放出手段とを備えるものであってもよい。
　上記入出金管理システムによれば、上記と同様の効果を得ることができる。
【０００９】
　上記入出金管理システムは、買上げる商品の代金を決済する精算装置と釣銭機とを含み
、前記精算装置は、少なくとも、前記決済手段と、前記理論在高更新手段と、前記報知手
段とを備え、前記釣銭機は、少なくとも、前記収納部と、前記入出金手段と、前記戻入手
段と、前記再放出手段とを備えるものであってもよい。
　上記入出金管理システムによれば、上記と同様の効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、違算を生じないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による入出金管理システム１の外観図の一例である。
【図２】入出金管理システム１を構成するＰＯＳレジスタ１０の電気回路の構成を示すブ
ロック図の一例などである。
【図３】入出金管理システム１を構成する釣銭機２０の機能構成図の一例などである。
【図４】エラー時に表示される画面を説明するための説明図である。
【図５】電子ジャーナル情報を説明するための説明図である。
【図６】ＰＯＳレジスタ１０の動作例を示すフローチャートである。
【図７】釣銭機２０の動作例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実施形態
による入出金管理システム１の外観図の一例である。具体的には、カウンタ台９に設置さ
れた入出金管理システム１の外観斜視図である。入出金管理システム１は、図１に示すよ
うに、ＰＯＳレジスタ１０（登録精算装置）と、自動釣銭機（以下、単に釣銭機とも称す
る）２０とから構成される。
【００１３】
　ＰＯＳレジスタ１０は、購入される商品（買上げる商品）の登録を行う登録処理と、登
録された商品の代金決済を行う決済処理（会計処理、精算処理とも称する）とを実行する
。ＰＯＳレジスタ１０は、例えば、図１に示すように、スキャナ部１０４、店員用表示部
１０５、操作部１０８、印刷部１１１などを備える。詳細は後述する。
【００１４】
　釣銭機２０は、ＰＯＳレジスタ１０における決済処理において使用される。釣銭機２０
は、例えば、図１に示すように、表示操作部２０５、硬貨投入口２１０、硬貨払出口２１
１、紙幣投入口２１２、紙幣払出口２１３、収納部（図１では非図示）などを備える。詳
細は後述する。
【００１５】
　図２は、入出金管理システム１を構成するＰＯＳレジスタ１０の電気回路の構成を示す
ブロック図の一例などである。ＰＯＳレジスタ１０は、例えば、図２に示すように、ＣＰ
Ｕ（中央演算装置）１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、スキャナ部１０４、店員用表
示部１０５、客用表示部１０６、ハードディスク１０７、操作部１０８、通信部１０９、
ブザー１１０、印刷部１１１、及び、接続部１１２を備える。
【００１６】



(5) JP 2015-60521 A 2015.3.30

10

20

30

40

50

　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に記憶されているプログラムをＲＡＭ１０３に展開し、
実行することにより、ＰＯＳレジスタ１０全体を制御する。詳細は後述する。
【００１７】
　ＲＯＭ１０２は、種々の情報を記憶する。例えば、ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１によ
って実行されるプログラムや、自装置の装置番号（装置識別情報）などを記憶する。
【００１８】
　ＲＡＭ１０３は、種々の情報を一時記憶する。例えば、ＲＡＭ１０３は、ＲＯＭ１０２
から読み出されたプログラムや、当該プログラムの実行などによって取得又は生成される
情報（例えば、各種の判定結果、取引情報、読取情報）を一時記憶する。なお、ＲＡＭ１
０３は、商品ファイルを一時記憶してもよい。
【００１９】
　スキャナ部１０４は、商品に付されたバーコードを光学的に読み取って当該商品の商品
コードを取得（コード化されていた商品コードを逆変換して取得）する。スキャナ部１０
４は、取得した商品コードをＣＰＵ１０１に通知する。また、スキャナ部１０４は、店員
（操作者）の名札等に付されたバーコードを光学的に読み取って当該店員を識別する担当
者識別情報（例えば、担当者コード、担当者名）を取得する。スキャナ部１０４は、取得
した担当者識別情報をＣＰＵ１０１に通知する。
【００２０】
　店員用表示部１０５は、店員に情報を表示する、例えば、店員の操作を受付可能な、例
えば、液晶タッチディスプレイ装置である。店員用表示部１０５に表示される情報は、例
えば、メニュー画面、登録処理の処理情報（例えば、買上商品の商品名、購入数、販売価
格、合計金額）、メッセージファイルに記憶されているメッセージ情報、電子ジャーナル
ファイルに記憶されている電子ジャーナル情報、理論有高ファイルに記憶されている理論
在高情報などである。メッセージ情報の一例は、釣銭機２０における貨幣の放出時にエラ
ーに関する報知情報である。電子ジャーナル情報とは、処理日時、処理内容を含む処理毎
の処理履歴情報である。理論在高情報とは、釣銭機２０に収納されている貨幣の理論上（
計算上）の在高を示す情報（実績情報）である。
【００２１】
　また、店員用表示部１０５は、店員用操作部１０８に代えて店員用操作部１０８が備え
る操作ボタン（後述）と同様の機能を有する各種のＧＵＩ操作ボタンを表示してもよい。
また、店員用表示部１０５は、所定商品（例えば、生鮮食料品）を登録するためのプリセ
ットボタンを表示してもよい。店員用表示部１０５において、店員の操作があった場合に
は、操作信号がＣＰＵ１０１に通知される。
【００２２】
　客用表示部１０６は、客に情報を表示する、例えば、液晶ディスプレイ装置である。客
用表示部１０６に表示される情報は、例えば、登録処理の処理情報、メッセージ、広告な
どである。なお、客用表示部１０６は、店員用表示部１０５と同様、客の操作を受付可能
な、例えば、液晶タッチディスプレイ装置であってもよい。例えば、客用表示部１０６は
、メッセージ（例えば、公共料金の金額確認）に対する操作を受け付ける。客用表示部１
０６において、客の操作があった場合には、操作信号がＣＰＵ１０１に通知される。
【００２３】
　ハードディスク１０７は、種々の情報を記憶する。例えば、ハードディスク１０７は、
ストアコントローラ（非図示）から送信され、通信部１０９によって受信された商品ファ
イルを記憶する。また、ハードディスク１０７は、メッセージファイル、電子ジャーナル
ファイル、理論在高ファイル、報知ファイルを記憶する。なお、ＲＯＭ１０２に代えて、
ハードディスク１０７が、上述のプログラムを記憶してもよい。
【００２４】
　店員用操作部１０８は、各種の操作ボタン（操作キー、メカキーとも称する）を備える
。例えば、店員用操作部１０８は、数字を入力するための数字ボタン（数字キー）、小計
ボタン（小計キー）、現計ボタン（現計キー）、取消ボタン（取消キー）などを備える。
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また、店員用操作部１０８は、種々の処理を開始させるための開始ボタン（開始キー）や
、種々の処理を完了させる完了ボタン（完了キー）なども備えていてもよい。店員用操作
部１０８は、上述のプリセットボタン（プリセットキー）を備えていてもよい。店員用操
作部１０８において、店員の操作があった場合には、操作信号がＣＰＵ１０１に通知され
る。
【００２５】
　通信部１０９は、ＬＡＮ４０を介して外部の装置と通信するための通信インタフェース
である。ブザー１１０は、確認音や警告音などを発生させるための音発生部である。印刷
部１１１は、レシートなどを印刷、発行する。接続部１１２は、釣銭機２０と接続するた
めの通信インタフェースである。
【００２６】
　ＣＰＵ１０１は、スキャナ部１０４を介して担当者識別情報を取得した場合（名札等に
付されたバーコードがスキャナ部１０４によって読み取られた場合）、ＲＡＭ１０３に担
当者識別情報を一時記憶する。
【００２７】
　ＣＰＵ１０１は、スキャナ部１０４を介して商品コードを取得した場合（商品に付され
たバーコードがスキャナ部１０４によって読み取られた場合）、ハードディスク１０７に
記憶されている商品ファイルを参照し、買上商品の商品名や販売価格を特定し、個々の買
上商品の商品名や販売価格や購入数をＲＡＭ１０３に一時記憶する。つまり、登録処理を
実行する。
【００２８】
　ＣＰＵ１０１は、登録処理の進行状況に応じて、買上商品に関する情報やメッセージな
どを店員用表示部１０５や客用表示部１０６に表示させる。また、ＣＰＵ１０１は、登録
処理や決済処理において、エラー（異常）あったときは、エラーを報知する報知画面を店
員用表示部１０５などに表示させる。
【００２９】
　ＣＰＵ１０１は、接続部１１２を介して、釣銭機２０と通信する。例えば、ＣＰＵ１０
１は、釣銭機２０に種々の情報を送信する。一例として、釣銭機２０に制御命令（例えば
、貨幣の投入を促す投入指示、貨幣を放出すべき旨の放出指示）を送信する。また例えば
、ＣＰＵ１０１は、釣銭機２０から種々の情報を受信する。一例として、ＣＰＵ１０１は
、投入貨幣に関する情報（例えば、貨幣種、枚数）を受信する。また、ＣＰＵ１０１は、
釣銭機２０から送信されたエラー情報を受信する。
【００３０】
　また、ＣＰＵ１０１は、ハードディスク１０７内に存在する理論有高ファイルに記憶さ
れている理論在高情報を更新する。例えば、釣銭機２０に貨幣が投入された場合や釣銭機
２０に貨幣を放出させる場合などに、理論在高情報を更新する。
【００３１】
　また、取引の終了後（登録処理及び決済処理の終了後）、当該取引の取引情報を生成し
、通信部１０９を制御して、生成した取引情報をストアコントローラ（非図示）に送信す
る。なお、取引情報は、取引番号、明細情報を含む。取引番号は、当該取引（取引情報）
を一意に識別する番号である。明細情報は、例えば、装置番号、担当者識別情報、取引日
時、商品名（又は商品コード）、購入数、合計金額などを含む。また、ＣＰＵ１０１は、
取引の終了後、印刷部１１１を制御して、当該取引の明細情報を印刷したレシートを発行
させる。また、ＣＰＵ１０１は、取引の終了後、ハードディスク１０７内に存在する電子
ジャーナルファイルに当該取引の電子ジャーナル情報を記憶する。
【００３２】
　図３は、入出金管理システム１を構成する釣銭機２０の機能構成図の一例などである。
釣銭機２０は、例えば、図３に示すように、制御部２０１、接続部２０２、表示操作部２
０５、硬貨投入口２１０、硬貨払出口２１１、紙幣投入口２１２、紙幣払出口２１３、収
納部２１６、及び、搬送部２２０を備える。搬送部２２０は、搬送路２２１、識別部２２
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２、計数部２２３、及び、検出部２２４を備える。また、硬貨投入口２１０や紙幣投入口
２１２の近傍にランプ（発光部）を配置してもよい。
【００３３】
　制御部２０１は、釣銭機２０全体を制御する。詳細は後述する。接続部２０２は、ＰＯ
Ｓレジスタ１０と接続するための通信インタフェースである。表示操作部２０５は、例え
ば、タッチパネルである。収納部２１６は、預り金や釣り銭を収納する。収納部２１６は
、金種別の収納スペースを有する。硬貨投入口２１０は、硬貨の投入口である。硬貨払出
口２１１は、硬貨の払出口である。紙幣投入口２１２は、紙幣の投入口である。紙幣払出
口２１３は、紙幣の払出口である。以下、硬貨投入口２１０と紙幣投入口２１２とを投入
口と総称し、硬貨払出口２１１と紙幣払出口２１３とを払出口と総称する。なお、紙幣投
入口と紙幣払出口は共通であってもよく、また、硬貨投入口と硬貨払出口は共通であって
もよい。
【００３４】
　搬送路２２１は、投入口と収納部２１６との間に形成された貨幣を搬送するための路で
ある。識別部２２２は、搬送される貨幣（投入される貨幣又は放出される貨幣）の貨幣種
を識別する。計数部２２３は、搬送される貨幣を計数する。識別部２２２による識別結果
や計数部２２３による計数結果は、制御部２０１に通知される。
【００３５】
　検出部２２４は、投入口に貨幣が投入されたか否かを検出する。また、検出部２２４は
、搬送路２２１におけるエラーを検出する。例えば、検出部２２４は、搬送路２２１に貨
幣（例えば、紙幣）が詰まるエラーを検出する。検出結果は、制御部２０１に通知される
。
【００３６】
　制御部２０１は、搬送部２２０から種々の情報（例えば、搬送される貨幣の金種毎の枚
数や、エラーの検出結果）を受信する。また、制御部２０１は、搬送部２２０を制御する
。例えば、制御部２０１は、投入口に投入された貨幣を収納部２１６に向けて搬送するよ
うに搬送部２２０（搬送路２２１）を制御する。また、制御部２０１は、収納部２１６に
収納されている貨幣を払出口に向けて搬送するように搬送部２２０（搬送路２２１）を制
御する。
【００３７】
　制御部２０１は、例えば、接続部２０２を介して受信した制御命令に従って各部を制御
する。例えば、制御部２０１は、貨幣を放出すべき旨の放出指示を受信した場合には、搬
送部２２０に貨幣を放出させる。また、通常時は投入口への貨幣の投入を受付不能とし、
貨幣の投入を促す投入指示を受信した場合に、制御部２０１は、貨幣の投入を受付不能か
ら受付可能にしてもよい。また、釣銭機２０が投入口の近傍にランプを配置している場合
には、制御部２０１は、貨幣の投入を促す投入指示を受信したときに、投入口への貨幣の
投入を促すように、上記ランプを発光させてもよい。
【００３８】
　また、制御部２０１は、接続部２０２を介して、ＰＯＳレジスタ１０と通信する。例え
ば、制御部２０１は、ＰＯＳレジスタ１０から種々の情報を受信する。一例として、制御
部２０１は、ＰＯＳレジスタ１０から制御命令（例えば、投入指示や放出指示）を受信す
る。また例えば、制御部２０１は、ＰＯＳレジスタ１０に種々の情報を送信する。例えば
、制御部２０１は、搬出部２２０から取得した貨幣種、枚数に基づいて預り金情報を生成
し、ＰＯＳレジスタ１０に送信する。また、制御部２０１は、搬出部２２０から取得した
エラーの検出結果に基づいてエラー識別情報を含むエラー情報を生成し、ＰＯＳレジスタ
１０に送信する。
【００３９】
　以上のように、釣銭機２０は、投入口に貨幣が投入された場合には、投入貨幣を計数し
、ＰＯＳレジスタ１０に投入貨幣の金額を通知するとともに投入貨幣を収納部２１６に収
納する。また、釣銭機２０は、貨幣を放出すべき旨の制御命令（放出指示）をＰＯＳレジ
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スタ１０から受信した場合には、収納部２１６に収納されている貨幣を払出口に放出する
。また、釣銭機２０は、例えば、貨幣の放出時に搬送路２２１に貨幣（例えば、紙幣）が
詰まるエラーが発生したときには、当該エラーのエラー識別情報を含むエラー情報をＰＯ
Ｓレジスタ１０に送信する。
【００４０】
　図４は、エラー時に表示される画面を説明するための説明図である。具体的には、図４
は、処理画面（図中Ａ）に重畳して報知画面（ポップアップ画面。図中Ｂ）が表示されて
いる場面を表している。貨幣の放出時に搬送路２２１に貨幣が詰まるエラーがあった場合
、ＰＯＳレジスタ１０は、図４に示すような報知画面を表示する。報知画面には、報知情
報を表示する報知領域（図中Ｃ）、閉じるボタン（図中Ｄ）、開始ボタン（図中Ｅ）、完
了ボタン（図中Ｆ）が存在する。
【００４１】
　報知領域には、エラーが発生した旨や当該エラーの内容、当該エラーに対する処置方法
などの報知情報が表示される。ＰＯＳレジスタ１０は、メッセージファイルを参照して、
エラー識別情報に応じた報知情報を報知領域に表示する。なお、メッセージファイルには
、エラー識別情報に対応付けて報知情報が記憶されている。
【００４２】
　閉じるボタンは、釣り銭の全部が既に払出口に放出されているとき、即ち、貨幣の戻し
入れや再放出（再出金）が不要であるときに押下（タッチ）するボタンである。貨幣の戻
し入れとは、貨幣の放出時に搬送路２２１に詰まった貨幣（搬送路２２１から取り出した
貨幣）や、詰まらずに払出口に既に放出されている貨幣を、再度、投入口に投入して収納
部２１６に戻し入れることである。貨幣の再放出とは、貨幣の戻し入れ後に、再度、貨幣
を放出することである。閉じるボタンが押下された場合には報知画面を閉じる（消去する
）。なお、閉じるボタンは、釣り銭の全部が既に払出口に放出されているとき（例えば、
検出部２２４が、搬送路２２１に貨幣が詰まるエラーを検出しなかったとき）に押下可能
（enable）とし、釣り銭の少なくとも一部が払出口に未だ放出されていないとき（例えば
、検出部２２４が、搬送路２２１に貨幣が詰まるエラーを検出したとき）には押下不能（
disable）としてもよい。
【００４３】
　開始ボタンは、釣り銭の少なくとも一部が払出口に未だ放出されていないとき、即ち、
貨幣の戻し入れや再放出が必要であるときに押下するボタンである。なお、開始ボタンは
、釣り銭の少なくとも一部が払出口に未だ放出されていないときに押下可能とし、釣り銭
の全部が既に払出口に放出されているときには押下不能としてもよい。また、開始ボタン
が押下される前は貨幣の戻し入れを禁止してもよい。例えば、また、禁止中に、硬貨投入
口２１０に硬貨が投入された場合には、投入された硬貨を硬貨払出口２１１からそのまま
排出してもよい。また、禁止中に、紙幣投入口２１２に紙幣が投入された場合には収納部
２１６に搬送されないようにしてもよい（紙幣投入口を無反応としてもよい）。
【００４４】
　完了ボタンは、貨幣の戻し入れが完了した後に押下するボタンである。完了ボタンが押
下された場合には報知画面を閉じる（消去する）。なお、完了ボタンは、貨幣の戻し入れ
が完了した後は押下可能とし、貨幣の戻し入れが完了する前は押下不能としてもよい。
【００４５】
　図５は、電子ジャーナル情報を説明するための説明図である。具体的には、ＰＯＳレジ
スタ１０に記憶された電子ジャーナルファイル内の電子ジャーナル情報に基づいて印刷さ
れたものである。図５（ａ）は、貨幣の放出時にエラーがあった旨を記憶した電子ジャー
ナル情報に基づいて印刷されたものである。図５（ａ）の下部の「※このデータはＥＪの
みの作成で、実績は加算されません。」なる文言は、当該エラーの放出に関する貨幣の増
減（実際には減少）は、電子ジャーナルファイルに反映されているが（電子ジャーナル情
報としては記憶されているが）、理論在高ファイルには反映されていない旨（理論在高情
報としては記憶されていない旨）を明示したものである。図５（ｂ）は、貨幣の放出時の
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エラーの際に戻し入れがあった旨を記憶した電子ジャーナル情報に基づいて印刷されたも
のである。図５（ｂ）の下部の「※このデータはＥＪのみの作成で、実績は加算されませ
ん。」なる文言は、当該戻し入れに関する貨幣の増減（実際には増加）は、電子ジャーナ
ルファイルに反映されているが、理論在高ファイルには反映されていない旨を明示したも
のである。なお、図５（ａ）において、「＃０００００１」は装置番号（装置識別情報）
、「Ｒ００５２」は担当者識別情報、「Ｊ０２３８」は電子ジャーナル情報の通番である
。
【００４６】
　なお、ＰＯＳレジスタ１０自身が、図５に示すような電子ジャーナル情報に基づく帳票
を印刷してもよいが、ＰＯＳレジスタ１０と通信可能に接続された他の装置（例えば、非
図示のストアコントローラや監視端末）が、例えば、ＰＯＳレジスタ１０に記憶されてい
る電子ジャーナルファイルを参照して（あるいは取得して）、図５に示すような電子ジャ
ーナル情報に基づく帳票を印刷してもよい。
【００４７】
　図６は、ＰＯＳレジスタ１０の動作例を示すフローチャートである。なお、図６のフロ
ーチャートは、買上げる商品全ての登録が完了した後の動作例である。
ステップＳ１：小計キーが押下される。即ち、ＰＯＳレジスタ１０は、店員による小計キ
ーの押下を認識する。
ステップＳ２：代金を表示する。即ち、小計キーの押下を認識したＰＯＳレジスタ１０は
、合計金額を算出し、算出した合計金額を店員用表示部１０５に表示中の処理画面上に表
示するとともに、客用表示部１０６に表示する。
ステップＳ３：釣銭機２０への貨幣の投入を指示する。即ち、ＰＯＳレジスタ１０は、投
入指示（入金指示）を釣銭機２０に送信する。なお、投入指示（入金指示）を受信した釣
銭機２０は、入金処理として、投入口への貨幣の投入を促すように投入口の近傍に配置さ
れたランプを発光させる。また、操作者は、小計キーの押下後に、預り金を釣銭機２０に
投入する。
ステップＳ４：釣銭機２０から預り金額情報を受信する。
ステップＳ５：預り金額、及び、釣り銭金額を表示する。即ち、預り金額情報を受信した
ＰＯＳレジスタ１０は、合計金額、及び、預り金額から釣り銭金額を算出し、算出した釣
り銭金額を預り金額とともに店員用表示部１０５に表示中の処理画面上に表示するととも
に、客用表示部１０６に表示する。
【００４８】
ステップＳ６：現計キーが押下される。即ち、ＰＯＳレジスタ１０は、店員による現計キ
ーの押下を認識する。
ステップＳ７：理論在高情報を更新する。即ち、小計キーの押下を認識したＰＯＳレジス
タ１０は、預り金額、及び、釣り銭金額に基づいて、理論有高ファイルに記憶されている
理論在高情報を更新する。
ステップＳ８：釣り銭の要否を判断する。釣り銭が不要である場合には、ステップＳ９に
進む。釣り銭が必要である場合には、ステップＳ１０に進む。　
【００４９】
ステップＳ９：電子ジャーナル情報を記憶する。例えば、ＰＯＳレジスタ１０は、処理日
時、買上商品（商品名又は商品コード）、預り金額、釣り銭金額などを含む電子ジャーナ
ル情報を生成し、電子ジャーナルファイルに記憶する。そして、図６のフローチャートは
終了する。なお、戻入処理や、再放出処理が実行された場合には、これらの処理のジャー
ナル情報も記憶する。
【００５０】
ステップＳ１０：貨幣を放出すべき旨を釣銭機２０に指示する。即ち、ＰＯＳレジスタ１
０は、放出指示（出金指示）を釣銭機２０に送信する。なお、放出指示（出金指示）を受
信した釣銭機２０は、出金処理として、収納部２１６から払出口に貨幣を放出する。
ステップＳ１１：エラーがあったか否かを判断する。つまり、出金処理における貨幣の放
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出時のエラーの有無が判断される。具体的には、ＰＯＳレジスタ１０は、放出時に搬送路
２２１に貨幣が詰まるエラーに係るエラー情報を釣銭機２０から受信したか否かを判断す
る。エラーがない場合には、ステップＳ９に進む（ステップＳ９の処理を実行してフロー
チャートは終了する）。エラーがあった場合には、ステップＳ１２に進む。　
【００５１】
ステップＳ２１：報知画面を表示する。即ち、エラー情報を受信したＰＯＳレジスタ１０
は、店員用表示部１０５に表示中の処理画面に重畳させて報知画面を表示する。
ステップＳ２２：報知画面上の開始ボタンが押下されたか否かを判断する。開始ボタンが
押下されていない場合には、押下される迄、ステップＳ２２を繰り返す。開始ボタンが押
下された場合には、ステップＳ２３に進む。　
ステップＳ２３：釣銭機２０への貨幣の投入を指示する。即ち、ＰＯＳレジスタ１０は、
投入指示（戻入指示）を釣銭機２０に送信する。なお、投入指示（戻入指示）を受信した
釣銭機２０は、戻入処理として、投入口への貨幣の投入を促すように夫々の投入口の近傍
に配置されたランプを発光させる。また、操作者は、開始ボタンの押下後に、戻し入れる
べき貨幣（貨幣の放出時に搬送路２２１に詰まった貨幣（搬送路２２１から取り出した貨
幣）や、詰まらずに払出口に既に放出されている貨幣）を釣銭機２０に投入する。
【００５２】
ステップＳ２４：報知画面上の完了ボタンが押下されたか否かを判断する。完了ボタンが
押下されていない場合には、押下される迄、ステップＳ２４を繰り返す。完了ボタンが押
下された場合には、ステップＳ２５に進む。
ステップＳ２５：貨幣を放出すべき旨を釣銭機２０に指示する。即ち、ＰＯＳレジスタ１
０は、放出指示（再放出指示）を釣銭機２０に送信する。なお、放出指示（再放出指示）
を受信した釣銭機２０は、再放出処理として、収納部２１６から払出口に貨幣を放出する
。
ステップＳ２６：エラーがあったか否かを判断する。つまり、再放出処理における貨幣の
放出時のエラーの有無が判断される。具体的には、ＰＯＳレジスタ１０は、放出時に搬送
路２２１に貨幣が詰まるエラーに係るエラー情報を釣銭機２０から受信したか否かを判断
する。エラーがない場合には、ステップＳ２７に進む。エラーがあった場合には、ステッ
プＳ２２に戻る。
ステップＳ２７：報知画面を消去する。そして、ステップＳ９に進む（ステップＳ９の処
理を実行してフローチャートは終了する）。
【００５３】
　図７は、釣銭機２０の動作例を示すフローチャートである。
ステップＳ３０：投入指示があったか否かを判断する。即ち、釣銭機２０は、投入指示（
入金指示／戻入指示）をＰＯＳレジスタ１０から受信したか否かを判断する。より詳細に
は、図６のステップＳ３においてＰＯＳレジスタ１０が送信した投入指示（入金指示）か
、図６のステップＳ２３においてＰＯＳレジスタ１０が送信した投入指示（戻入指示）の
何れかを受信したか否かを判断する。投入指示（入金指示／戻入指示）がなかった場合に
はステップＳ３３に進む。投入指示（入金指示／戻入指示）があった場合には、投入口の
近傍に配置されたランプ（発光部）を発光させて、ステップＳ３１に進む。
ステップＳ３１：投入口への貨幣の投入があったか否かを判断する。具体的には、釣銭機
２０は、投入口への貨幣の投入を検出したか否かを判断する。つまり、投入指示（入金指
示）が受信された後の場合には預り金が投入されたか否かが判断され、投入指示（戻入指
示）が受信された後の場合には戻し入れるべき貨幣が投入口に投入されたか否かが判断さ
れる。投入がなかった場合には、投入がある迄、ステップＳ３１を繰り返す。投入があっ
た場合には、ステップＳ３２に進む。
ステップＳ３２：入金処理、又は、戻入処理を実行する。即ち、図６のステップＳ３にお
いてＰＯＳレジスタ１０が送信した投入指示（入金指示）を受信した後に貨幣が投入され
た場合（投入貨幣が預り金の場合）には、入金処理が実行される。一方、図６のステップ
Ｓ２３においてＰＯＳレジスタ１０が送信した投入指示（戻入指示）を受信した後に貨幣
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が投入された場合（投入貨幣が戻し入れ貨幣の場合）には、戻入処理が実行される。
【００５４】
　なお、釣銭機２０は、入金処理における預り金情報と同様、戻入処理における戻し入れ
金情報もＰＯＳレジスタ１０に送信する。具体的には、釣銭機２０は、入金処理であるか
戻入処理であるかに関わらず、投入金額についての金額情報をＰＯＳレジスタ１０に送信
すればよい。
【００５５】
ステップＳ３３：放出指示があったか否かを判断する。即ち、釣銭機２０は、放出指示（
出金指示／再放出指示）をＰＯＳレジスタ１０から受信したか否かを判断する。より詳細
には、図６のステップＳ１０においてＰＯＳレジスタ１０が送信した放出指示（出金指示
）か、図６のステップＳ２５においてＰＯＳレジスタ１０が送信した放出指示（再放出指
示）の何れかを受信したか否かを判断する。放出指示（出金指示／再放出指示）がなかっ
た場合には図７のフローチャートは終了する。放出指示（出金指示／再放出指示）があっ
た場合にはステップＳ３４に進む。
ステップＳ３４：出金処理、又は、再放出処理を実行する。即ち、図６のステップＳ１０
においてＰＯＳレジスタ１０が送信した放出指示（出金指示）を受信した場合には出金処
理が実行される。一方、図６のステップＳ２５においてＰＯＳレジスタ１０が送信した放
出指示（再放出指示）を受信した場合には、再放出処理が実行される。
【００５６】
　なお、釣銭機２０は、再出金処理における出金情報をＰＯＳレジスタ１０に送信しても
よい。但し、再出金金額は、ＰＯＳレジスタ１０にて把握される出金金額と同額であるた
め、省略してもよい。
【００５７】
ステップＳ３５：エラーがあったか否かを判断する。即ち、釣銭機２０は、出金処理又は
再放出処理における貨幣の放出時に搬送路２２１に貨幣が詰まるなどのエラーが発生した
か否かを判断する。エラーがなかった場合には図７のフローチャートは終了する。エラー
があった場合にはステップＳ３６に進む。
ステップＳ３６：エラー情報をＰＯＳレジスタ１０に送信する。そして、図７のフローチ
ャートは終了する。
【００５８】
　図６及び図７のフローチャートによれば、釣り銭の放出時にエラーがあった場合には（
図７のステップＳ３５（Ｙｅｓ）、図６のステップＳ１１（Ｙｅｓ））、ＰＯＳレジスタ
１０に報知画面が表示される（図６のステップＳ２１）。報知画面上にて開始ボタンが押
下され、戻し入れるべき貨幣（貨幣の放出時に搬送路２２１に詰まった貨幣（搬送路２２
１から取り出した貨幣）や、詰まらずに払出口に既に放出されている貨幣）が釣銭機２０
に投入されたときには、釣銭機２０は、戻入処理を実行する（図７のステップＳ３２）。
続いて、報知画面上にて完了ボタンが押下された場合には、釣銭機２０は、再放出処理を
実行し（図７のステップＳ３４）、再度のエラーがなければ（図７のステップＳ３５（Ｎ
ｏ））、エラー後の処置は完了する。
【００５９】
　図６及び図７のフローチャートによれば、取引において、理論在高情報は、預り金額、
及び、釣り銭金額に基づいて１度更新される（図６のステップＳ７）。即ち、戻入処理や
再放出処理が実行されても再度更新されることはない。換言すれば、戻入処理や再放出処
理は理論在高が更新されない処理である。
【００６０】
　以上、本発明の実施形態の入出金管理システム１について説明したが、入出金管理シス
テム１によれば、出金処理においてエラーがあった場合には報知画面が表示される。そし
て、該報知画面にて所定の操作（開始ボタンの押下等）を行って貨幣を投入すれば、理論
在高が更新されない戻入処理が実行される。従って、理論在高が実在高よりも高くなるこ
とはなく、違算が生じなくなる。
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【００６１】
　上記実施形態の入出金管理システム１では、出金処理においてエラーがあった場合、所
定の操作として報知画面上の開始ボタンを押下したが、所定の操作はこれに限定されるも
のではない。例えば、店員用操作部１０８が備えるメカキーの操作（押下）であってもよ
い。報知画面上の完了ボタン等についても同様である。
【００６２】
　また、上記実施形態の入出金管理システム１は、登録処理及び決済処理（釣銭機２０が
実行する貨幣の搬送等に係る機能を除く）を実行するＰＯＳレジスタ１０と、当該ＰＯＳ
レジスタ１０と一体的に接続され（外観上、ＰＯＳレジスタ１０と同一の筐体を形成し）
、貨幣の搬送に係る決済処理を実行する釣銭機２０とから構成される。しかしながら、本
発明に係る入出金管理システムは、上記実施形態の態様に限定されるものではない。以下
、他の態様について説明する。
【００６３】
（釣銭機を別途配置する態様）
　ＰＯＳレジスタ１０と、釣銭機２０とは、互いに離れた位置に配置されるものであって
もよい。即ち、他の態様の一例として、入出金管理システム（非図示。便宜上、入出金管
理システム２という）は、登録処理及び決済処理（釣銭機２０が実行する貨幣の搬送等に
係る機能を除く）を実行するＰＯＳレジスタ１０と、当該ＰＯＳレジスタ１０と通信可能
に離れた位置に配置され（外観上、ＰＯＳレジスタ１０と別個の筐体を形成し）、貨幣の
搬送に係る決済処理を実行する釣銭機２０とから構成されるものであってもよい。
【００６４】
（精算装置が存在する態様）
　登録処理及び決済処理（釣銭機２０が実行する貨幣の搬送等に係る機能を除く）を実行
するＰＯＳレジスタ１０に代えて、主に決済処理（釣銭機２０が実行する貨幣の搬送等に
係る機能を除く）を実行する精算装置（非図示）を備えてもよい。即ち、他の態様の一例
として、入出金管理システム（非図示。便宜上、入出金管理システム３という）は、主に
決済処理（釣銭機２０が実行する貨幣の搬送等に係る機能を除く）を実行する精算装置（
非図示。便宜上、精算装置３０という）と、当該精算装置３０と一体的に接続され（外観
上、精算装置３０と同一の筐体を形成し）、貨幣の搬送に係る決済処理を実行する釣銭機
２０とから構成されるものであってもよい。
【００６５】
　入出金管理システム３では、釣銭機２０は、精算装置３０から種々の情報を受信する。
一例として、釣銭機２０は、精算装置３０から制御命令（例えば、投入指示、放出指示）
を受信する。また、釣銭機２０は、精算装置３０に種々の情報を送信する。一例として、
釣銭機２０は、預り金情報やエラー情報を送信する。入出金管理システム３では、報知画
面は、精算装置３０が備える表示部に表示する。
【００６６】
　なお、精算装置３０は、主に登録処理を実行するＰＯＳレジスタ（非図示。便宜上、Ｐ
ＯＳレジスタ１１（登録装置）という）おいて生成された登録処理後の取引情報（又は取
引情報を特定可能な情報）を用いて決済処理を実行すればよい。例えば、ＰＯＳレジスタ
１１は、取引情報をバーコード化（例えば、一次元のバーコード、２次元バーコード等）
して印刷した紙片（お会計券）を発行し、精算装置３０において当該紙片を読み取らせる
ことによって決済処理を実行してもよい。あるいは、決済処理を実行する精算装置３０を
ＰＯＳレジスタ１１において指定し、指定された精算装置３０において決済処理を実行し
てもよい。
【００６７】
　なお、上述の如く、精算装置３０と釣銭機２０とを入出金管理システム３としてもよい
が、ＰＯＳレジスタ１１と精算装置３０と釣銭機２０とを入出金管理システム３としても
よい。
【００６８】
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　以上、本発明の実施形態等について詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られ
るものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。上記入出金管理
システム１に関し、以下の付記を開示する。
【００６９】
（付記項１）　
　貨幣を収納する収納部と、買上げる商品の代金と預り金とに基づいて決済処理を実行す
る決済手段と、前記預り金を入金する入金処理として操作者によって投入された貨幣を前
記収納部に収納させるとともに、釣り銭があるときには釣り銭を出金する出金処理として
前記収納部から貨幣を放出させる入出金手段と、前記入金処理における投入貨幣、または
、前記出金処理における放出貨幣に基づいて、前記収納部に収納されている貨幣の理論在
高を更新する理論在高更新手段と、前記出金処理においてエラーがあった場合に、操作者
に該エラーを報知する報知画面を表示する報知手段と、前記報知画面に基づいて所定の操
作が行われた後に、前記理論在高が更新されない戻入処理として、前記釣り銭として前記
収納部から放出された貨幣であって操作者によって投入された貨幣を前記収納部に収納さ
せる戻入手段と、前記戻入処理が完了した後に、前記理論在高が更新されない再放出処理
として、前記収納部から前記釣り銭を再放出させる再放出手段とを備えることを特徴とす
る入出金管理システム。
【００７０】
　なお、上記付記項１（下記付記項３も同様）に記載の「所定の操作」とは、報知画面上
に配置されたボタンの押下であってもよいし、メカキー（例えば、店員用操作部１０８が
備えるメカキー）の押下であってもよい。つまり、「報知画面に基づいて所定の操作が行
われた後」とは、「当該報知画面上に配置されたボタンが押下された後」に限定されず、
「当該報知画面に表示された報知内容に従って（当該報知画面に表示された報知内容に応
じた）メカキーが押下された後」なども含まれる。
【００７１】
（付記項２）
　前記報知手段は、所定のボタンが配置された前記報知画面を表示し、前記戻入手段は、
前記所定の操作として前記報知画面に配置された前記ボタンが押下された後に、前記戻入
処理として貨幣を前記収納部に収納させることを特徴とする付記項１記載の入出金管理シ
ステム。
　上記入出金管理システムによれば、所定のボタンを押下しさえすれば、戻入処理が実行
される。従って、簡便な操作で、違算が生じなくなる。
【００７２】
（付記項３）
　前記再放出手段は、前記戻入処理が完了し、且つ、前記報知画面に基づいて所定の操作
が行われた後に、前記再放出処理として前記収納部から前記釣り銭を再放出させることを
特徴とする付記項１記載の入出金管理システム。
　上記入出金管理システムによれば、戻入処理が完了したことを確認した後に、釣り銭の
再放出を行うことができる。あるいは、釣り銭の一部として放出されている貨幣を収納部
内に一旦戻した後に、改めて釣り銭の再放出を指示することができる。
【００７３】
（付記項４）
　前記報知手段は、所定のボタンが配置された前記報知画面を表示し、前記再放出手段は
、前記戻入処理が完了し、且つ、前記所定の操作として前記報知画面に配置された前記ボ
タンが押下された後に、前記再放出処理として前記収納部から前記釣り銭を再放出させる
ことを特徴とする付記項３記載の入出金管理システム。
　上記入出金管理システムによれば、所定のボタンを押下しさえすれば、再放出処理が実
行される。従って、簡便な操作で、改めて釣り銭の再放出を指示することができる。
【００７４】
（付記項５）
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　前記入出金手段は、前記出金処理のエラー中は、前記入金処理としての貨幣の収納、及
び、前記出金処理としての貨幣の放出を禁止することを特徴とする付記項１乃至付記項４
の何れかに記載の入出金管理システム。
　上記入出金管理システムによれば、図６、図７に示したように出金処理のエラー中にお
いては、開始ボタンの押下があって初めて戻入処理が実行され、完了ボタンの押下があっ
て初めて再放出処理が実行されるが、仮に、完了ボタンや開始ボタンの押下を要せずに、
戻入処理処理や再放出処理が実行されるとしても、図６に示すように、出金処理のエラー
中に実行される戻入処理処理や再放出処理においては理論有高情報は更新されない。換言
すれば、出金処理のエラー中に実行されるのは理論有高情報が更新されない戻入処理や再
放出処理であって、出金処理のエラー中には理論有高情報が更新される入金処理や出金処
理の実行は禁止される。従って、違算は生じなくなる。
【００７５】
（付記項６）
　少なくとも、前記入金処理、前記出金処理、前記戻入処理の各処理おいて処理された貨
幣種毎の枚数を電子ジャーナル情報として記憶する記憶手段を更に備えることを特徴とす
る付記項１乃至付記項５の何れかに記載の入出金管理システム。
【００７６】
（付記項７）
　買上げる商品を登録する登録装置と釣銭機とを含み、前記登録装置は、少なくとも、前
記決済手段と、前記理論在高更新手段と、前記報知手段とを備え、前記釣銭機は、少なく
とも、前記収納部と、前記入出金手段と、前記戻入手段と、前記再放出手段とを備えるこ
とを特徴とする付記項１乃至付記項６の何れかに記載の入出金管理システム。
　上記入出金管理システム１又は上記入出金管理システム２に相当する。
【００７７】
　（付記項８）
　買上げる商品の代金を決済する精算装置と釣銭機とを含み、前記精算装置は、少なくと
も、前記決済手段と、前記理論在高更新手段と、前記報知手段とを備え、前記釣銭機は、
少なくとも、前記収納部と、前記入出金手段と、前記戻入手段と、前記再放出手段とを備
えることを特徴とする付記項１乃至付記項６の何れかに記載の入出金管理システム。
　上記入出金管理システム３に相当する。
【００７８】
　なお、本実施形態の入出金管理システム１、２（若しくは、ＰＯＳレジスタ１０、釣銭
機２０）の各処理、又は、入出金管理システム３（若しくは、ＰＯＳレジスタ１１、釣銭
機２０、精算装置３０）の各処理を実行するためのプログラムをコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステム
に読み込ませ、実行することにより、入出金管理システム１、２（若しくは、ＰＯＳレジ
スタ１０、釣銭機２０）の各処理、又は、入出金管理システム３（若しくは、ＰＯＳレジ
スタ１１、釣銭機２０、精算装置３０）の各処理に係る上述した種々の処理を行ってもよ
い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェア
を含むものであってもよい。また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用
している場合であれば、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気デ
ィスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ等
の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをい
う。
【００７９】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Acc
ess Memory））のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。ま
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た、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムか
ら、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステム
に伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等
のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する機
能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現する
ためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録
されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プ
ログラム）であってもよい。
【００８０】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００８１】
１、２、３…入出金管理システム　９…カウンタ台　１０…ＰＯＳレジスタ（登録精算装
置）　１１…ＰＯＳレジスタ（登録装置）　２０…釣銭機　３０…精算装置　１０１…Ｃ
ＰＵ　１０２…ＲＯＭ　１０３…ＲＡＭ　１０４…スキャナ部　１０５…店員用表示部　
１０６…客用表示部　１０７…ハードディスク　１０８…操作部　１０９…通信部　１１
０…ブザー　１１１…印刷部　１１２…接続部　２０１…制御部　２０２…接続部　２０
５…表示操作部　２１０…硬貨投入口　２１１…硬貨払出口　２１２…紙幣投入口　２１
３…紙幣払出口　２１６…収納部　２２０…搬送部　２２１…搬送路　２２２…識別部　
２２３…計数部　２２４…検出部

【図１】 【図２】
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